
＜別紙５＞

介護老人保健施設入所　利用料

＜料金Ⅰ＞ 金額単位：円

多床室
従来型
個室

多床室
従来型
個室

要介護度　１ 771 698 756 684

２ 819 743 803 728

３ 880 804 862 788

４ 931 856 912 839

５ 984 907 964 889

第１段階

第２段階

第３段階

上記以外

第１段階 ０ ４９０ ０ ４９０

第２段階 ３７０ ４９０ ３７０ ４９０

第３段階 ３７０ １，３１０ ３７０ １，３１０

上記以外 ５１５ １，６９０ ５１５ １，６９０

シャンプー・石鹸・歯磨き粉等

雑誌・各種行事・趣味活動等

一般棟（1Ｆ）２床室利用の方

散発のみ

散発＋ひげそり

インフルエンザ予防接種等

各種行事個人材料代

ご家族様で洗濯が行えない場合

*外泊された期間も居住費は算定対象となります。

支払い方法

　発行されます。

・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。

食　　費

居住費

教養娯楽費

・小山市は、地域区分７級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計（食費、居住費、日用品費、教養娯楽
費、室料は除く）に１．０１４を乗じさせてただきます。

室料（２人室）

業者委託洗濯料

理美容代

・毎月１０日に請求書を発行しますので、発行月の翌月９日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書が

ご希望の方はお申し出下さい

健康管理費

行事費

備　　　考

当施設の施設体系と
介護度に応じてご負担頂きます

国が定める段階に応じて
ご負担頂きます

３００

３９０

６５０

１，７００

２，０００

２，５００

実費相当

実費相当

区　　　　分

基本型 その他型

日用品費

基本利用料

１５５

１７８

水道・光熱・施設管理費相当
国が定める段階に応じて
ご負担頂きます

１０３

５００

料金Ⅱもあります。裏面をご確認下さい。



介護老人保健施設入所　利用料

＜料金Ⅱ＞ 金額単位：円

Ⅰ（イ）
Ⅰ(ロ）

Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

試行的退所時指導加算
退所時情報提供加算

退所前連携加算
訪問看護指示加算

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

介護支援事業所への診療情報提供
３００／回 訪問看護指示書の交付

認知症の方に上記サービスを行った場合
再入所時栄養連携加算 ４００ 再入所時に管理栄養士間で連携した場合

試行的退所を目的とした外泊で介護サービスを受けた場合８００
３６２

口腔衛生管理体制加算

５００／回

認知症短期集中リハビリテーション加算 ２４０／回

認知症行動・心理症状緊急対応加算

入所前後
訪問指導

加算

退所時等
支援等
加算 ５００／回

経口移行加算

４００／回

認知症情報提供加算

認知症専門
ケア加算

３
４

若年性認知症利用者受入加算

口腔衛生管理加算

３５０

１６０

４８０／回

所定単位×１６／１，０００

Ⅲ×９０／１００

Ⅲ×８０／１００

夜勤体制加算
認知症ケア加算

サービス提供
体制強化加算

６

経口維持
加算

ターミナルケア加算

外泊初日と最終日以外の中日に算定します

医師の説明と計画への同意当日に死亡
2～3日以内
4日～30日以内の場合

１，６５０
８２０

４５０／回

２８

外泊時費用

認知症専門棟（2Ｆ）利用の方

低栄養リスク改善加算 ３００／月

加算区分

低栄養状態に対する栄養管理を行った場合
栄養マネジメント加算

初期加算
金額 備　　　考

栄養計画作成・マネジメントさせて頂く方１４
３０ 入所日から３０日間

かかりつけ医連携薬剤調整加算 １２５ 退所時のかかりつけ医と連携し多剤投与の減薬を行った場合（１回限り）

６
１２
１８

入所前後に居宅訪問し施設サービス計画や診療方針を決定した場合

上記Ⅰの他、生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の
生活に係る支援計画を策定した場合

担当医への診療情報提供
試行的な退所時の療養上の指導を行った場合

上記Ⅰの条件に加え（歯科）医師、歯科衛生士又は言語聴覚
士が参加した場合
歯科衛生士が介護職員へ月1回以上の技術的指導や助言を
実施し計画書を作成

所定疾患
施設療養費

２３５ 肺炎・尿路感染・帯状疱疹ついての医療行為
４７５ Ⅰの要件他、医師が感染予防研修を受講している場合等

緊急時治療管理 ５１１ 緊急救命の為の医療行為　

身体拘束廃止未実施減算 所定単位×９０／１００ 法令に定める体制を満たさない場合

当施設の在宅復帰状況やベッド回転率等によって
加算４６

経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士及び言
語聴覚士又は看護職員が支援した場合

４００／月
多職種で食事観察及び会議を実施し経口維持計画を立案して
管理栄養した場合

１００／月

３０／月

他院へ認知症診断のための紹介を行った場合
１２０ 若年性認知症の方毎に個別担当を定めた場合

口腔機能維持管理体制加算を加算し且つ歯科衛生士が月2回
以上口腔ケアを行った場合９０／月

認知症の方の緊急入所を受け入れた場合（７日限度）

地域連携診療計画に基づいて治療を行い診療情報提供した場合

褥瘡マネジメント加算 １０／３月 褥瘡の治療等に関する計画・マネジメントを行った場合

在宅復帰・在宅療
養支援機能加算

３４
地域連携診療計画情報提供加算

療養食加算 ６／食 医師の指示に基づく療養食摂取されている方

介護職員
処遇改善加算

所定単位×３９／１，０００

当施設の体制によっていずれかを加算

所定単位×２９／１，０００

当施設の体制によっていずれかを加算

２４
７６

当施設の夜勤体制によって加算

短期集中リハビリテーション加算 ２４０／回 入所日から3カ月間の間に集中的なリハビリを行った場合

排泄支援加算 １００／月 排泄に関する支援計画・マネジメントを行った場合

当施設の体制によっていずれかを加算

２００
３００



＜別紙５＞

短期入所療養介護　利用料

＜料金Ⅰ＞ 金額単位：円

多床室 従来型
個室 多床室 従来型
個室

要介護度　１ ８２６ ７５３ ８１１ ７３９
２ ８７４ ７９８ ８５８ ７８３
３ ９３５ ８５９ ９１７ ８４３
４ ９８６ ９１１ ９６７ ８９４
５ １，０３９ ９６２ １，０１９ ９４４

第１段階　　
第２段階
第３段階
上記以外　　朝　　食
　　　　　　　　昼　　食
　　　　　　　　夕　　食
第１段階 ０ ４９０
第２段階 ３７０ ４９０
第３段階 ３７０ １，３１０
上記以外 ５１５ １，６９０

シャンプー・石鹸・歯磨き粉等
雑誌・各種行事・趣味活動等
一般棟（1Ｆ）２床室利用の方

散発のみ
散発＋ひげそり

各種行事個人材料代

＜料金Ⅱ＞

Ⅰ（イ）
Ⅰ（ロ）

Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

要介護4～5の方で医療管理が必要な方

認知症専門
ケア加算

３
当施設の体制によっていずれかを加算

４

備　　　考

個別リハビリ計画を立案・実施した場合

サービス提供
体制強化加算

１８

当施設の体制によっていずれかを加算

在宅復帰・在宅療
養支援機能加算

３４
当施設の在宅復帰状況やベッド回転率等によって加算

２００

上記の方が特定短期入所療養介護を利用した場合

若年性認知症の方が特定短期入所療養介護を利用した場合

若年性認知症の方が利用した場合
居宅サービス計画されていない緊急短期入所の方
認知症の方の緊急短期入所となった場合

１２０
５１１

Ⅲ×８０／１００

当施設の体制によっていずれかを加算

８／食

備　　　考
夜勤体制加算 ２４ 当施設の夜勤体制によって加算

個別リハビリテーション実施加算

所定単位×１６／１，０００

２，０００
２，５００

６

Ⅲ×９０／１００

２４０

１２

実費相当

６

認知症ケア加算
療養食加算
送迎加算

認知症専門棟（2Ｆ）利用の方
医師の指示に基づく療養食摂取されている方

１８４ 片道あたり

７６

基本利用料

特定介護老人保健施設
短期入所療養介護

３００

４６０
食　　費

行事費

理美容代

６～8時間

６５４
９０５

１，２５７

緊急救命の為の医療行為　

４～６時間

５００

同左
水道・光熱・施設管理費相当
国が定める段階に応じて
ご負担いただきます

国が定める段階に応じて
ご負担いただきます（日額）

１食あたり

所定単位×３９／１，０００

所定単位×２９／１，０００

４６

介護職員
処遇改善加算

区　　　　分
基本型 その他型

当施設の施設体系と
介護度に応じてご負担頂きます

３～４時間

緊急時治療管理

若年性認知症利用者受入加算２
若年性認知症利用者受入加算１

認知症行動・心理症状緊急対応加算
緊急短期入所受入対応加算

重度療養管理加算
重度療養管理加算

６０

・小山市は、地域区分７級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計（食費、滞在費、
日用品費、教養娯楽費、室料は除く）に１．０１７を乗じさせてただきます。

５７０

ご希望の方はお申し出下さい

日帰り利用の方　

６７０

１２０
９０

６０

加算区分

滞在費

３９０
６５０

日用品費
１０３
１５５

金額

室料（２人室）
教養娯楽費



介護予防短期入所療養介護　利用料

＜料金Ⅰ＞ 金額単位：円

多床室 従来型
個室 多床室 従来型
個室

要支援１ ６１１ ５７８ ５９９ ５６６

要支援２ ７６５ ７１９ ７５０ ７０５

シャンプー・石鹸・歯磨き粉等

雑誌・各種行事・趣味活動等

一般棟（1Ｆ）２床室利用の方

各種行事個人材料代

＜料金Ⅱ＞

Ⅰ（イ）

Ⅰ（ロ）

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

支払い方法

　発行されます。

備　　　考

若年性認知症の方が利用した場合

認知症の方の緊急短期入所となった場合

区　　　　分
基本型

緊急救命の為の医療行為　

片道あたり

当施設の体制によっていずれかを加算

当施設の体制によっていずれかを加算
１２

６

６

１２０

２００

４６

療養食加算 ８／食 医師の指示に基づく療養食摂取されている方

認知症専門
ケア加算

３
当施設の体制によっていずれかを加算

４

　１８４

５１１

その他型

国が定める段階に応じて
ご負担いただきます　　短期入所　滞在費と同様

１８

室料（２人室） 　５００

金額 備　　　考

２４ 当施設の夜勤体制によって加算

２４０

食　　費

教養娯楽費

介護職員
処遇改善加算

加算区分

サービス提供
体制強化加算

夜勤体制加算

個別リハビリテーション実施加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

Ⅲ×８０／１００

Ⅲ×９０／１００

所定単位×１６／１，０００

所定単位×２９／１，０００

行事費 実費相当

個別リハビリ計画を立案・実施した場合

・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。

緊急時治療管理

若年性認知症利用者受入加算

・毎月１０日に請求書を発行しますので、発行月の翌月９日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書が

滞在費

１０３

当施設の施設体系と
介護度に応じてご負担頂きます

・小山市は、地域区分７級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計（食費、滞在費、日用品費、教養娯楽
費、室料は除く）に１．０１７を乗じさせてただきます。

　　短期入所　食   費と同様

日用品費 １５５

基本利用料

送迎加算

当施設の在宅復帰状況やベッド回転率等によって加算
在宅復帰・在宅療
養支援機能加算

３４

所定単位×３９／１，０００



＜別紙５＞

＜料金Ⅰ＞ 金額単位：円
介護度 金　額 備　　考

要介護１ ３２９

要介護２ ３５８

要介護３ ３８８

要介護４ ４１７

要介護５ ４４８

要介護１ ３４３

要介護２ ３９８

要介護３ ４５５

要介護４ ５１０

要介護５ ５６６

要介護１ ４４４

要介護２ ５２０

要介護３ ５９６

要介護４ ６９３

要介護５ ７８９

要介護１ ５０８

要介護２ ５９５

要介護３ ６８１

要介護４ ７９１

要介護５ ９００

要介護１ ５７６

要介護２ ６８８

要介護３ ７９９

要介護４ ９３０

要介護５ １，０６０

要介護１ ６６７

要介護２ ７９７

要介護３ ９２４

要介護４ １，０７６

要介護５ １，２２５

要介護１ ７１２

要介護２ ８４９

要介護３ ９８８

要介護４ １，１５１

要介護５ １，３１０

５２ シャンプー・石鹸・歯磨き粉等

５２ 雑誌・各種行事・趣味活動等

朝　食 ４６０

昼　食 ５７０

夕　食 ６７０

５０ １回あたり

１８５ １枚あたり

４２ １枚あたり

３００/時間 計画時間を越えた利用

１食あたり

入浴介助加算

尿とりパット

時間外預かり料

６時間以上７時間未満

通所リハビリテーション　利用料

日用品費

教養娯楽費

食　　　費

紙おむつ

区　　　　分

３時間以上４時間未満

７時間以上８時間未満

４時間以上５時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

５時間以上６時間未満

　　介護度に応じてご負担いただきます。

料金Ⅱもあります。裏面をご確認下さい。



＜料金Ⅱ＞ 金額単位：円

金　額 適　　用

Ⅰ（イ） １８

Ⅰ（ロ） １２

Ⅱ ６

１２

１６

２０

２４

２８

Ⅰ ３３０／月 多職種間協働により、計画を実施（月1回算定）

８５０／月 開始日から６カ月以内（月１回算定）

５３０／月 開始日から６カ月超（月１回算定）

１，１２０／月 開始日から６カ月以内（月１回算定）

８００／月 開始日から６カ月超（月１回算定）

１，２２０／３月 開始日から６カ月以内（3月に1回算定）

９００／３月 開始日から６カ月超（3月に１回算定）

１１０ 退院（所）日又は認定日から起算して3ヶ月以内（1日1回算定）

Ⅰ ２４０
退院（所）日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内
（1日1回算定）

Ⅱ １，９２０／月
退院（所）日の翌日の属する月又は開始月から起算
して3ヶ月以内（月1回算定）

３０
1時間以上2時間未満の利用時、
理学療法士等の配置状況で加算

２，０００／月 開始日から３カ月以内（月１回算定）

１，０００／月 開始日から3カ月超６カ月以内（月１回算定）

１５/１００ ６ヵ月間は１日につき所定単位より減算

６０ 若年性認知症の方が利用された場合

１００ 1時間以上2時間未満以外で要介護3～5の方で医療管理が必要な方

２０ 当施設の体制によって加算

-４７ 片道につき減算

１２ 国の定める基準に適合した場合

１５０
口腔機能低下又はおそれのある方の
機能改善管理指導を行った場合

１５０
低栄養状態又はおそれのある方の
栄養ケア計画を実施した場合

５
栄養状態について６月に１回確認し、介護支援専門
員へ情報提供した場合

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

-指定送迎地域- 小山市・下野市の一部（旧国分寺町）

支払い方法

　発行されます。

Ⅲ×９０／１００

口腔機能向上加算

栄養改善加算

Ⅱ

Ⅲ

７時間以上８時間未満

Ⅲ×８０／１００

中重度者ケア体制加算

送迎を行わない場合

社会参加支援加算

生活行為向上リハビリテーション実施後、継続利用した場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算

重症療養加算

３時間以上４時間未満

４時間以上５時間未満

５時間以上６時間未満
１回あたり
当施設の体制によって加算

・小山市は、地域区分７級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計（食費、日用品費、教養娯楽費、オムツ
代等は除く）に１．０１７を乗じさせてただきます。

当施設の体制によって加算

６時間以上７時間未満

・毎月１０日に請求書を発行しますので、発行月の翌月９日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書が

・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。

若年性認知症利用者受入加算

リハビリテーションマネジメント加算

短期集中個別リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

Ⅳ

生活行為向上リハビリテーション実施加算

栄養スクリーニング加算

理学療法士等体制強化加算

介護職員
処遇改善加算

所定単位×４７／１，０００

当施設の体制によっていずれかを加算

所定単位×３４／１，０００

所定単位×１９／１，０００

リハビリテーション
提供体制加算

区　　　　分



＜別紙６＞

介護予防通所リハビリテーション　利用料

＜料金Ⅰ＞ 金額単位：円
介護度 金　額 備　　考
要支援１ １，７１２／月
要支援２ ３，６１５／月

５２／日 シャンプー・石鹸・歯磨き粉等

５２／日 雑誌・各種行事・趣味活動等

＜料金Ⅱ＞ 金額単位：円
備　　考

朝　食 ４６０
昼　食 ５７０
夕　食 ６７０

多職種間協働により、計画を実施（月1回算定）
開始日から３カ月以内（月１回算定）

開始日から3カ月超６カ月以内（月１回算定）

ＯＴ・ＰＴによりリハビリ実施
管理栄養士による栄養改善計画を行った場合

栄養状態について6カ月に１回確認し、介護支援専
門員へ情報提供した場合

口腔機能向上リハビリを行った場合
若年性認知症の方が利用された場合

Ⅰ ４８０／月
運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上のう
ち２種類を選択して複数回実施された場合

Ⅱ ７００／月
運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上の３
種類を複数回実施された場合

要支援１ ７２／月
要支援２ １４４／月
要支援１ ４８／月
要支援２ ９６／月
要支援１ ２４／月
要支援２ ４８／月

国の定める基準に適合した場合
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

-指定送迎地域- 小山市・下野市の一部（旧国分寺町）

支払い方法

　発行されます。

生活行為向上リハビリテーション実施後、
継続利用した場合

１５/１００ ６ヵ月間は１日につき所定単位より減算

栄養スクリーニング加算 ５／回

区　　　　分

基本利用料 支援度に応じてご負担いただきます

リハビリテーションマネジメント加算 ３３０／月

生活行為向上リハビリテーション実施加算
９００／月
４５０／月

日用品費
教養娯楽費

区　　　　分 金　　額

食　　　費 １食あたり

当施設の体制によって加算Ⅰ（ロ）

Ⅱ

運動器機能向上加算 ２２５／月
栄養改善加算 １５０／月

口腔機能向上加算 １５０／月

Ⅲ×９０／１００

Ⅲ×８０／１００

若年性認知症利用者受入加算 ２４０／月

選択的サービス実施加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算

Ⅰ（イ）

・毎月１０日に請求書を発行しますので、発行月の翌月９日までにお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書が

・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。

・小山市は、地域区分７級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計（食費、日用品費、教養娯楽費、オムツ
代等は除く）に１．０１７を乗じさせてただきます。

事業所評価加算 １２０／月

介護職員
処遇改善加算

所定単位×４７／１，０００

当施設の体制によっていずれかを加算

所定単位×３４／１，０００

所定単位×１９／１，０００


